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監査役職務確認書の改訂について 

（2026年 3月第 16回改訂） 

 

2026年 3月 

一般社団法人 監査懇話会 

 

当会では、今般「監査役職務確認書」の 16回目の改訂を行いましたので、その概要をお

知らせします。 

 

１．2026年 3月に公表する文書 

  以下の文書を当会ホームページで公表しております。 

①「監査役職務確認書の改訂について（2026年 3月第 16回改訂）」（2025年版からの変

更点の概要を記載したもの） 

②「新旧対照表」（2025年版からの変更点を列挙したもの） 

③「2026年版監査役職務確認書（全文版）」（確認事項に加えて説明等を付記したも

の） 

④「2026年版監査役職務確認書（確認事項のみ）」（確認事項のみ列挙したもの） 

  

２．「監査役職務確認書」の主要な改訂点（詳細については新旧対照表をご覧ください） 

（１）監査役が特に留意すべき以下の項目について、確認事項の追加や詳述 

① 競業・利益相反取引における取引条件の相当性監査 

手続きの形式的なチェックに留まらず、取引条件が会社の利益を害していない

か（取締役が忠実義務・善管注意義務を果たしているか）まで踏み込んで確認する

ことが求められます（Ⅱ-４．競業取引・利益相反取引等の監査 ［確認事項］□１．）。 

② 内部統制システムの構築・運用 

内部統制システム構築の取締役会決議をしていない会社であっても、取締役の

善管注意義務として、自社に適したシステムを構築・運用し、その状況を監査役が

確認する必要があります（Ⅱ-５．会社法に基づく内部統制監査 ［確認事項］□

５．）。 

③ グループガバナンスと不祥事対応 

③‐１ 反社会的勢力への対応:子会社・関連会社を使った反社勢力との取引等のリ

スクに鑑み、親会社監査役は、親会社単体ではなく、企業集団全体での反社対応を

確認する必要があります（Ⅱ-５．会社法に基づく内部統制監査 ［説明］（７））。 

③‐２ 子会社の不祥事に関する親会社監査役の義務: 親会社監査役は、子会社の

不祥事に対しても、企業集団内部統制の観点から監視・検証する義務があります

（Ⅱ-１０．企業不祥事への対応及び第三者委員会の設置 ［監査のツボ］２））。 
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④ 企業買収・買収提案への対応 

企業買収・買収提案への対応については、会社法だけでなく、経済産業省の「企

業買収における行動指針」も意識した監査が必要です（Ⅱ-７．会社の支配に関す

る基本方針等の監査及び第三者割当の監査と独立役員の対応 ［確認事項］□１．

２．３．［説明］（１）（２））。 

⑤ 監査役の選任 

監査役の選任に当たっては、職務遂行のために「十分な時間を確保できるか」

も重要な条件です（Ⅴ-３．監査役の選任議案に関する事項 ［説明］（２）） 。 

 

（２） 理解を深めるための「読み易さ」の向上 

実務担当者や初心者が活用し易いよう、以下の工夫を行いました。 

① 「なぜ」を明確化: 理由・趣旨・目的の解説を拡充しました（内部監査連携、株主

代表訴訟対応など）。 

・Ⅱ-３．取締役（会）への報告義務・行為差止め請求 ［説明］（４） 

・Ⅱ-６．金融商品取引法に基づく内部統制監査 ［説明］（４） 

・Ⅱ-１０．企業不祥事への対応及び第三者委員会の設置 ［確認事項］□６．［説

明］（９） 

・Ⅱ-１２．内部監査部門及び内部統制部門との連携 ［説明］（２）・ 

・Ⅴ-２．取締役に対する株主代表訴訟・多重代表訴訟の提起請求等への監査役

の対応 ［監査のツボ］１） 

② 用語の整理: 難解あるいは混乱し易い用語の解説を追加するとともに、使用用語

の統一や法令使用用語への変更等を行い、使用用語を整理しました。 

②‐１ 初心者が難解あるいは混乱し易い用語の解説 

・【本確認書の特徴】５．用語の解説（「会計監査人」と「監査人」） 

・Ⅱ-６．金融商品取引法に基づく内部統制監査［説明］（５）（６） ［監査のツ

ボ］３）４）（インサイダー取引規制の内容や適時開示の公表タイミング

等） 

・Ⅴ-２．取締役に対する株主代表訴訟・多重代表訴訟の提起請求等への監査役

の対応 ［監査のツボ］２）（多重代表訴訟） 

②‐２ 使用用語の統一や法令使用用語への変更等、使用用語の見直し・整理 

・Ⅱ-７．会社の支配に関する基本方針等の監査及び第三者割当の監査と独立役

員の対応 ［確認事項］［監査のツボ］［説明］（株主共同の利益） 

・Ⅲ-４．会計監査人との連携についての確認 ［説明］（９）（「公認会計士又は監

査法人」） 

③ 表現の具体化: 親会社監査役の調査権行使や監査報告の作成、会計監査人との連

携などについて、より具体的で分かり易い表現に改めました。 
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・Ⅱ-４．競業取引・利益相反取引等の監査 ［確認事項］□３． 

・Ⅱ-５．会社法に基づく内部統制監査［説明］（７） ［監査のツボ］２） 

・Ⅱ-６．金融商品取引法に基づく内部統制監査 ［確認事項］□１． 

・Ⅱ-１０．企業不祥事への対応及び第三者委員会の設置 ［説明］（６）（９） 

・Ⅱ-１１．企業集団に関する監査 ［確認事項］□２．［説明］[親会社監査役に

よる子会社調査権の行使]（１） 

・Ⅲ-２．会計監査人設置会社の会計監査 ［確認事項］□３． 

・Ⅳ-２．監査報告の作成・通知 ［監査のツボ］１） 

④ 法文等に合わせた記述の見直し：分かり易さに配慮しつつ、法文等に合わせ、より

正確で厳密な表現に改めました。 

・Ⅱ-４．競業取引・利益相反取引等の監査 ［確認事項］□５． 

・Ⅲ-４．会計監査人との連携についての確認 ［説明］（１０） 

・Ⅴ-１．取締役等の責任一部免除に関する事項 ［説明］（２）ⅱⅲ 

・Ⅴ-２．取締役に対する株主代表訴訟・多重代表訴訟の提起請求等への監査役

の対応 ［説明］（２）（３） 

 

以上 


